
広報たかはま H19.7.15 4

入
院
し
て
い
る
方
は
、
食
事
療
養
費

と
し
て
1
食
あ
た
り
260
円
を
自
己
負
担

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
平
成

19
年
度
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、

減
額
認
定
証
の
交
付
申
請
に
よ
り
入
院

中
の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

す
で
に
減
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方
は
、
有
効
期
限
が
7
月
31
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。
該
当
さ
れ
る
方
は
、

更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

老
人
保
健
医
療
受
給
者
証
や
国
民

健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち

の
方
（「
高
齢
者
」）
で
、
19
年
度
市

民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
入
院
時

一
部
負
担
金
の
限
度
額
（
4
万
4
、

4
0
0
円
）
が
減
額
さ
れ
、
2
万
4
、

6
0
0
円
（
ま
た
は
1
万
5
千
円
）

に
な
り
ま
す
の
で
、
あ
わ
せ
て
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

該
当
さ
れ
る
方
は
、
次
の
も
の
を
持

参
し
、
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
減
額
の
認
定
開
始
月
は
、

申
請
月
か
ら
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

受
付
場
所

▼
国
民
健
康
保
険
加
入
者
…
市
役

所
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
（
1
階
3
番

の
窓
口
）

▼
老
人
保
健
受
給
者
…
市
役
所
市
民

窓
口
グ
ル
ー
プ
（
1
階
2
番
の
窓
口
）

持
ち
物

被
保
険
者
証
・
印
鑑

交
付
済
み
の
減
額
認
定
証
（
更
新

の
人
の
み
）

老
人
保
健
医
療
受
給
者
証
（
老
人

保
健
受
給
者
の
人
の
み
）

問
合
せ
先

市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

市

T
52
―
1
1
1
1

国
民
健
康
保
険
（
内
線
216
･
219
）

老
人
保
健

（
内
線
217
･
227
）

勤
務
先
な
ど
で
健
康
保
険
、
各
種

共
済
組
合
な
ど
に
加
入
し
て
い
る
方

以
外
は
、
す
べ
て
の
方
が
国
民
健
康

保
険
（
国
保
）
に
加
入
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

国
保
の
加
入
は
、
届
け
出
を
し
た

と
き
か
ら
で
は
な
く
、
加
入
し
て
い

た
健
康
保
険
な
ど
の
資
格
が
な
く
な

っ
た
と
き
、
ま
た
は
他
の
市
区
町
村

か
ら
転
入
し
た
と
き
か
ら
で
す
。

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
2

条
の
規
定
に
基
づ
き
14
日
以
内
に
届

け
出
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
遅
れ
る
と
、
届
け
出
の
日
ま

で
に
か
か
っ
た
医
療
費
は
、
全
額
自

己
負
担
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
国

保
税
も
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。

国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
が
、
勤

務
先
な
ど
で
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し

た
場
合
、
届
け
出
が
な
い
と
国
保
税
が

そ
の
ま
ま
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
誤

っ
て
保
険
証
を
使
っ
た
り
し
て
し
ま
う

と
、
医
療
費
を
返
還
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

T
52
―
1
1
1
1（
内
線
216
・
261
）

市

市
が
進
め
る
地
域
内
分
権
の
一
環

と
し
て
、
翼
小
学
校
区
で
ま
ち
づ
く

り
協
議
会
の
設
立
準
備
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
た
び
、
そ
の
準
備
委

員
会
の
翼
校
区
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

設
立
準
備
委
員
会
に
お
い
て
、
安

全
・
安
心
を
テ
ー
マ
に
、
防
犯
・
防

災
を
柱
に
し
て
地
域
で
で
き
る
こ
と

を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。そ

こ
で
、
翼
小
学
校
区
に
お
住
ま

い
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
、
防
犯
・
防

災
な
ど
に
関
す
る
意
見
・
提
言
を
募

集
し
ま
す
。

意
見
・
提
言
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

7
月
17
日
（火）
か
ら
8
月
6
日
（月）
ま
で

の
間
、
中
央
公
民
館
1
階
玄
関
ロ
ビ

ー
お
よ
び
翼
児
童
セ
ン
タ
ー
受
付
の

意
見
・
提
言
書
に
記
入
の
う
え
、
同

所
に
設
置
し
て
あ
る
回
収
箱
に
投
函

し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

地
域
政
策
グ
ル
ー
プ

T
52
―
1
1
1
1
（
内
線
351
）

市

市
税
の
減
免

国
民
健
康
保
険

届
け
出
は
14
日
以
内
に

翼
小
学
校
区
の
皆
さ
ん
へ

国
保

情報ファイル

国
民
健
康
保
険
加
入
者
お
よ
び

老
人
保
健
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

入
院
中
の
食
費
代

減
額
制
度

善
意
を
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

（
敬
称
略
）

市
へ

J
A
あ
い
ち
中
央
営
農
部

鬼
十

※低所得者Ⅱとは世帯全員が住民税非課税世帯の方
※低所得者Ⅰとは世帯全員が住民税非課税で一定基準額以下（年金収入が80万円以下で他の
所得が0円）または世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方

（注）過去1年間の入院日数が90日を超える場合、再度申請をしていただくと減額されます。

一般所得の場合
自己負担限度額 自己負担限度額

外来（個人ごと）
1か月の医療費の
自己負担限度額

入院時の標準負
担額（1日の食
事代）

過去1年間の入院日数が90日以下
過去1年間の入院日数が90日を超える

12,000円 44,400円

260円/1食

8,000円
24,600円
15,000円
210円/1食

（注）160円/1食
100円/1食

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

（外来＋入院） 外来（個人ごと） （外来＋入院）

世帯全員が住民税非課税により、減額認定証の交付を受けた場合

 


